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富士市教育委員会 ４月 
定 例 会 

臨 時 会 

会 議 録 

（令和４年） 

開催日 

令和４年４月２０日 水曜日 

開 会  １３時３０分 

閉 会  １５時４５分 

会議場 

市庁舎５階 

第２会議室 

出席委員の氏名 

教 育 長     森 田 嘉 幸 

教育長職務代理者  和久田 惠 子 

委   員     篠 原  均 

 

委   員     松 田 靖 子 

委   員     塩 谷 知 一 

出席職員等の氏名 

教育次長       江 村 輝 彦 

教育総務課長    味 岡 俊 雄 

学校教育課長    齋 藤 文 徳 

富士市立高等学校長 櫻 井 祥 行 

学務課長       榎  俊 英 

社会教育課長    吉 田 和 洋 

文化財課      久保田 伸 彦 

中央図書館長    大 川 英 子 

富士市立高校事務長 青 木  洋 

 

教育研修・特別支援教育センター所長  川 崎 里 恵 

青少年相談ｾﾝﾀｰ所長  川 口 壽 彦 

博物館長      植 松 良 夫 

教育総務課調整主幹 小長谷  聡 

教育総務課参事補  吉 村 直 也 

教育総務課主幹   遠 藤 綱 輝 

教育総務課指導主事 米 田 一 也 

教育総務課指導主事 山 田 英 雄 

傍聴人 なし 

開会  

会議録の承認  

教育次長の報告要旨  

教育次長 ○新任所属長等の自己紹介 

・教育次長、学校教育課長、富士市立高校校長、文化財課長、中央図書館

長、青少年相談センター所長、博物館長の順番に自己紹介。 

 

議題（動議）及び議事の大要 

議第 20 号 

（説明） 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

（回答） 

 

（質問･意見等） 

（回答） 

 

○令和４年度教育行政の基本方針と施策について 

・教育総務課長、学校教育課長、教育研修センター特別支援教育センタ

ー所長、学務課長、富士市立高等学校事務長、社会教育課長、中央図

書館長、文化財課、青少年相談センター所長、博物館長 

 →方針１の１の施策１の内容と、方針２の４の施策２の２つの

関係は、大事なことだから、重ねて規定しているのか、意図

があってそれぞれ施策を置いているのか。 

→同じような内容だが、施策１は基盤としての内容、施策２は具体的

な学校教育に特化した内容として掲げている。 

→総論と各論という位置づけでよいか。 

→方針１は基盤の内容、方針２は各担当による具体的な内容である。

重なる部分もあるが、より重点的に漏れなく取り組むことが可能に
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（質問･意見等） 

 

 

 

 

 

 （回答） 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

（回答） 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

（質問･意見等） 

（回答） 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

なる。 

→今後、子どもたちは一人一台端末を使って、検索や調べ学習等をす

る機会が増えていく。その際、フィルターバブルやエコーチェンバ

ーといった過去の検索履歴や興味をもとに、同意見の人だけが集ま

るような、限られたサイトを見る機会が増え、それがすべてだと思

い込む危険性がある。その点について、子どもたちにどのように指

導しているか。 

→調べる際に同様なサイトにいくことはある。そのため、授業中、教

員は子どもたちの検索内容の確認をするように意識している。教員

は心配されるような状況に至った場合、視点を変えるアドバイスを

するように声掛け等をしている。 

→２点ある。１点目は施策の１の①の指標に教員のICT 活用指導力の

状況に「できる」、「ややできる」とあるが、何をもってそう判断で

きるのか。２点目は、文化財の教育的な活用について大人が子ども

の持つ「好き」という感情に働きかけるように文化財に導くような

形をとってほしい。 

→指標については、ICTについての全国調査があり、その中の質問項目

を用いている。しかしながら、指摘通り、教員の感覚的な答えとな

っている。 

→毎年の調査に基づいた指標だが、具体的な評価基準があいまいとの

ことである。国の調査ではあるが、富士市として使うので、市は独

自で、委員から指摘された部分を研究する必要があると思う。 

→文化財についてはいかがか。 

→本市には発信すべき文化財が数多くある。現在、文化財の普及啓発、

小中学校との連携は大切なことと考えている。今後も教育現場で活

用できるよう先生方にも発信していく。 

→第二次富士市教育振興基本計画策定の段階からもう少し人権教育に

触れてほしいと考えていたが、今回、人権のことを重んじるという

記載がありよかった。ただ人権は非常にあいまいな概念で、教える

ことはなかなか難しい。学校教育の中でどのように教えるのか、教

育委員会でも考えていただきたい。または考える必要がある。 

→子どもの権利条例が４月１日から施行された。現在、学校に伝達し

ている最中である。現在、こども未来課が保護者、子ども向けの資

料を作成している。配布に際し、教職員への説明と子どもたちへの

配布と説明を行うつもりである。 

→人権はすごくわかりにくい。私は中学校の子どもたち向けにいじめ

とか人権について話をする機会がある。その時、先生方と話をする

と、社会や道徳の授業等で指導するが、伝え方にしても生徒の受け
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（回答） 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

  （質問･意見等） 

 

 

 

 

 

  （回答） 

 

  （回答） 

取り方にしても難しいという感想をよく聞く。私は人権とは幸せに

生きるための権利と話をしている。そのような中で富士市の子ども

の権利の条例を見ると幸せに生きることにフォーカスして定めてお

り、現場の先生方がその条例をどう読み解き、具体例に基づいた話

をし、お互いに理解し合うというプロセスが必要と思っている。 

→今の部分は、学校の中でも難しい部分である。道徳の授業では、考

え議論する取組をしている。お互いの考えをぶつける中で、それぞ

れが自分事ととらえて考えることを繰り返すようにしている。道徳

の授業を使いながら取り組んでいく。 

→子どもの権利条例に基づいた自分に与えられた権利と、同じように

仲間にある権利をバランスよく考えながら、お互いの幸せにつなげ

るためには、どのように権利を主張するのかを話題にすることを学

校現場でも大事にしてほしい。 

→安全・安心で充実した教育環境の提供という柱の中で施策①安全・

安心な学校施設整備の充実、②より良い教育環境の維持・整備と掲

げてあるが、その施策②の１つ目、２つ目は施策①と同じ括りだと

思う。一方で、適正規模適正配置と、学校編入に係る子どもたちや

保護者への支援充実というのは大事な１年になるので、構成の仕方

として①に施設関係を全て入れて、②に適正規模適正配置を全面的

に出したほうがいいかと思う。間に合うようであれば入れ替えても

いいのかと思う。 

→バリアフリーと、施設の長寿命化、リニューアル工事等の区分けで

行っている。適正規模適正配置については、支援していくが、支援

の在り方が地区により異なるので単独の指標としてまとめることが

難しい。 

→適正規模適正配置について、項目として確かに重要である。しかし、

現段階で、施策②という形で構築するには、明確な指標として出し

にくいことと、まだ詰めている段階であるため、単独での指標とす

ることは難しい。 

→説明内容については確かにそのとおりであると、よく考えられた構

成の中で、指標と施策が一致する形で分かりやすくということが理

解できるが、教育委員会として学校編入問題、適正規模適正配置、

子どもたちや保護者への支援の充実を、本当にしっかりと考え、進

めていくという姿勢を示すことになるので、埋もれない形で説明を

してほしい。 

→子どもたちが困る状況は、あってはならないことであり、話し合い

を継続しながら支援をしていく。 

→統合編入は、今後も続いていく施策である。教育行政の冊子の中に
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（質問･意見等） 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

位置付け、適正化の推進について検証することは大切である。その

点を意識しながら、来年度以降進めていくということでよろしいか。 

→結構である。 

→２点質問がある。１つ目は施策に生徒指導上の諸問題を解決するた

めの体制の構築をより一層推進するとあるが、解決するための体制

というのは機関やシステムが何かあるのか。それとも、そのような

機関が別に設置されているのか。 

２点目は、勤怠管理システムにより教職員の勤務時間を客観的に計測

し、学校における働き方改革を推進するというところで、この取組は

とてもいいことだと思うが、計画的に進めないと多くの施策や要望が

あるので、教職員の働く時間や負担は大きくなってしまう。この客観

的な計測を使って計画的に取り組みができているのか、またどのくら

いの割合で進んでいるのか。 

→１点目の生徒指導上の諸問題の体制の構築では、スクールソーシャ

ルワーカー（以下、SSW）が各学校を循環している。ケース会議の回

数も年々増えており、学校、保護者の困り感に対応できるようにな

っているが、あくまでもSSWと学校だけのやり取りになる。ここにこ

ども家庭課や児童相談所、警察等の関係機関がうまく絡まなければ

生徒指導上の問題というのは解決しない。そのため各機関間の情報

共有と対応がうまくいくように教育委員会が関わり、スムーズに動

くようにしていく。 

勤怠管理システムについて説明する。導入前は、各教職員が自分の勤

務時間を自己申告するという形であった。そのため実際よりずれた時

間が申告されていたが、導入したことにより、システムで管理できる

ので数字が明確になった。ここで一括した管理ができようになり、客

観的な分析ができるようになった。ただ、時間が減ればいいだけでは

ない。教職員の精神的ストレスや仕事量についての把握は、機械とは

違った部分の面が必要になるので、各校の管理職に教職員の精神面と

仕事量の把握をするようお願いし、定期的な声掛けと面談実施するこ

とで対応している。 

→勤怠管理はシステムとして機能しているのか。学校の先生のなり手

が不足しているということもあり、先生方やこれから教職員を目指

す学生など、いろいろな方に富士市としてこういう態勢を取ってい

るということを明確にした方が教職員を志す方も増えると思う。 

→勤怠管理は管理システムだけを導入しても、実際に業務がスリム化、

精選されなければ、この業務改善とか働き方改革にならない。施策

を作れば作るほど業務を増やすことになる。教育委員会が、県も市

も含めて、いろいろなことをより良くしようと考え、企画すればす
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（質問･意見等） 

 

 

（回答） 

 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

（回答） 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

（回答） 

 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

るほど、現場の職員に対して負担となる、そうならないようにした

いと常に心掛けつつ、どのようにスリム化、業務改善をしていくか

は、具体的にイニシアチブを取って何をどうするか示していく。 

→回答を割合で行う指標について、何校のうちの何％という出し方に

なっているが、各学校の先生方はどう回答したのか知りたいので、

指標の出し方を変えることはできるか。 

→この指標については、毎年必ず行われるアンケートを指標にしてい

る。児童生徒に関するものは、全国学力・学習状況調査の回答を利

用することが多い。職員の場合は学校での回答になるので、職員一

人一人のアンケートは実施していない。職員一人一人の回答を把握

するには全職員にアンケートを取る必要がある。実際に職員からア

ンケートを取る機会もあるので、そのアンケートの項目の中にこの

ようなものを盛り込んでデータとして取ることを今後検討する。 

→数値の出し方として、先生方のアンケート結果をまとめてその学校

の結果としているのか、トップの方が出しているのかでニュアンス

が違ってくる。働き方改革に関して先生方がどう考えているのか直

接回答した数値を見たいと思い、質問した。学校の割合は学校とし

て、トップの方が出しているということでよいか。 

→学校質問紙を回答している者になる。 

→その学校が職員のアンケートの回答をまとめ、その結果をもとに学

校の回答を作成していると思っていた。管理職個人の考えで回答し

ているとは思えない。回答をするに当たり、教職員のアンケート結

果をまとめ、最も多かったものを学校の回答とするようにし、教職

員の思いが反映される回答方法を検討してほしい。ぜひアンケート

の取り方について客観性やより多くの方の思いが反映できるような

方法を検討していただきたい。 

→第二次富士市教育振興基本計画には生涯スポーツの推進という項目

があるが、今回の施策の中にスポーツのことがない。市民部文化ス

ポーツ課が担当ということでよいのか。学校教育でスポーツをやる

こともある。役割分担がどのようになっているのか、説明が欲しい。 

→学校に関する部分はスポーツを楽しむ子どもの育成という施策に掲

げている。ただ、市民のスポーツ、生涯スポーツというものも社会

教育の大きな分野の１つである。本市の場合、文化行政、スポーツ

行政も市長が直接、自分の所管で実施するため市民部に文化スポー

ツ課を置いている。富士市の教育行政は教育委員会事務局の今年度

の実施方針を定めるものであり、文化スポーツ課の所管については

外してある。 

→では、市民部文化スポーツ課が学校教育の中に入ってくるという構
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（質問･意見等） 

 

（回答） 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

  （回答） 

 

 

 

  （回答） 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

  （回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

 

 

図にならないか。 

→市民スポーツの部分で、社会教育課と教育委員会が担っている部分

はどのような内容か。補助執行となるのか。 

→現在、補助執行ではない。学校教育を除いたスポーツに関しては市

長事務部局が直接執行している。ただ、学校教育を除いた部分であ

り、学校教育におけるスポーツに関しては教育委員会が執行してい

る。なお、文化スポーツとは直接的に関わらないかもしれないが、

社会教育の分野では高齢者の健康づくり等の事業をまちづくりセン

ター講座等で実施している。 

→では、学校におけるスポーツと市民におけるスポーツとは分けて考

えるということか。交流のような考えはないのか。例えばサッカー

をお年寄りも若い人も一緒にやるという発想はないのか。 

→市立高校では、高校の中にNPO法人の事務所があり、総合型地域スポ

ーツクラブとして、例えば多世代のサッカーや障害者スポーツなど

のいろいろな種目を推奨している。この補助として多くの生徒がNPO

法人のスポーツの運営に協力するような活動を広く行っている。 

→第二次富士市教育振興基本計画は、富士市と富士市教育委員会と併

記しており、市民スポーツもこの中に含まれる。一方、富士市の教

育行政は、教育委員会だけに特化しており、市民スポーツの部分が

抜けている。あくまでも教育委員会としてやるべきことを明確化す

るのがこの富士の教育行政である。 

→今の話は納得することができた。ただ、今後、学校と地域が一緒に

運動会やスポーツなどをやる必要があるというイメージをもってい

る。 

→以前は、教育委員会にスポーツ振興課があり、市民スポーツも教育

委員会の所管であった。しかし、市民がスポーツを愛好し、さらに

はスポーツを観光資源につなげるためには、教育という狭い視点だ

けではなく、市全体の事業としてスポーツを捉えるようになった。

市全体を、市民スポーツを通じて市全体を活性化していくために市

長部局が担当し、レバンテフジや富士山駅伝等、営業的な要素をい

れ、富士市全体を、スポーツを通じて宣伝していき、盛り上げてい

こうという発想である。今回はあくまでも教育に携わる部分だけに

狭めたところで富士市の教育行政として提案している。 

→今、ウクライナの戦況など、ウクライナの方と話す機会が多くある。

大変なことが繰り返し起きてきた国だからかもしれないが、ウクラ

イナの方は自分たちの国や地域の歴史をよく知っていて、滔々と話

す。今、富士市では、子どもたちに富士市が紙の町だという話をし

てもそうなのかという返事が返ってくることが多い。社会人教育の
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（質問･意見等） 

 

 

 

  （議決） 

 

ところにもあったが、郷土愛という意味も含め、富士市の歴史など

を多くの子どもたちに伝える場が必要と感じる機会が多いので、加

えていただきたい。 

→富士市について改めて学び合う、学ぶ場の設定を、学校教育課だけ

ではなく、さまざまな場面で、子どもたちに富士市を実感すること

の大切さを検討していただきたい。 

 

→承認 

 

各課等の報告・予定事項 

（質問･意見等） 

 

  （回答） 

 

 

（質問･意見等） 

 

 

  （回答） 

 

→学校教育課の予定に、富士市いじめ問題解決推進委員会とあるが何

か問題が起きたのか。 

→定例会であり、年間５回から６回、定期的に実施している。その時

の富士市のいじめの現状や事例をもとに学校での対策について検討

する会である。 

→今まで重大事案は、その都度、報告をいただいてきた。この会にお

いても、具体的な内容は無理だと思うが、どのような問題が起きた

のか等、簡潔な情報でもいいので提供していただきたい。 

→今後、各課等の報告・予定事項の際に、会の内容については紹介す

る。 

閉会 

 


